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本ガイドラインを作成するにあたり 

 

小水力発電は、太陽光発電や風力発電などと並んで、CO2 を排出しないクリーンエネルギー

として近年注目を浴びています。特に、地球温暖化が大きな社会問題となる中で、CO2 の排出

削減は国全体の大きな課題となっています。既設の砂防堰堤を活用した小水力発電は、既存スト

ックの有効活用という意味でも、また、電力が不足しがちな中山間地の電力供給としても意義が

あると思います。しかしながら、砂防堰堤を活用した小水力発電は、以前から行われてきたもの

の、国土交通省砂防部が把握している事例数としては全国で５０基程度であり、大きな数字とは

なっておりません。 

砂防堰堤を活用した小水力発電の活用をさらに展開していくためには、小水力発電を整備する

際の具体のノウハウを広めていくことが必要ですし、事例集をまとめることも必要と思います。

具体のユーザーとして、市町村や自治体の関係機関が考えられますので、日頃砂防事業に直接携

わらない方でも分かりやすいガイドラインをつくることが必要と考え、このたび作成することと

しました。特に、構想段階においては、小水力発電を実際に行って妥当な事業効果が得られるか

をまずは判断することが迫られると考えられます。このようなことから、本ガイドラインでは事

例の紹介に加え、流量と落差を仮定すれば初期投資額を概略想定できる早見チャートを作成しま

した。地域条件によって実際の値は異なることもあるとは思いますが、概略検討の段階において

参考になると思います。 

 

本ガイドラインを作成するに当たって、学識者や地方整備局、代表県の砂防担当の方からなる

検討会を設置し、内容を検討いただきました。ご協力いただいた検討委員の皆様にはこの場を借

りてお礼申し上げます。 

本ガイドラインが小水力発電の整備を検討している方々の参考となり、少しでも整備が進むこ

とを期待いたします。 

 

平成２２年２月 

 

国土交通省砂防部保全課 
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1. 期待される小水力発電 

平成２１年９月の国連気候変動首脳会合において、鳩山総理が「すべての主要国の酸化による意欲的な目標

の合意を前提に、温室効果ガス排出量について、２０２０年までに１９９０年比２５％削減を目指す。」と表

明されるなど、わが国における低炭素社会づくりに向けた取り組み
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

の重要性は一層増大しています。 
水力発電は、太陽光発電・風力発電といった再生可能エネルギーとともに、「エネルギーセキュリティ」「地

球温暖化問題への対応」を同時に達成する鍵を握っており、これらのエネルギーの普及は国家的な課題とな

っています。 

わが国の電力供給において、水力発電は発電設備構成で２割弱、電力量で１割弱を担っています。また、

水力発電は技術的に確立されており、供給安定性に優れ、長期的にはローコストとなる潜在性を持っていま

す。 

中でも1,000ｋＷ以下の水力発電の開発状況は下図に示すように、平成７年度をピークに減少傾向でした

が、電力自由化及びＲＰＳ法の施行（平成１５年４月）に伴う事業者の多様化、平成１９年度には1,000ｋ

Ｗ以下の水力発電に対する補助拡充に伴い、新規着工地点数の増加が見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：「低炭素社会構築に貢献する水力発電の開発促進と既設水力の有効活用に
向けた提言」（平成２１年３月、（財）新エネルギー財団新エネルギー産業会議） 

２００９年 11 月から住宅等の太陽光パネルによる発電の場合、余剰電力を従来の倍程度の単価で電力会社

が買う新しい制度がスタートしました。太陽光以外の再生可能エネルギーの買取制度の導入についても検討が

進められています。買取制度の動向によっては、小水力発電のより一層の経済性向上の可能性があります。 

クリーンエネルギーの発電や活用は、今後地球温暖化や気候変動の動向によっては、今後益々重要な課題に

なると思われます。現在、小水力発電の導入の判断は、大半が経済性が成立してコスト縮減が期待できるか否

かという視点でなされていると考えられますが、今後は経済性が多少成立しなくても身近な地球温暖化防止へ

の貢献や環境教育、広報といった側面から小水力発電の導入が進むことが考えられます。 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

２２．．砂砂防防施施設設をを活活用用ししたた小小水水力力発発電電事事例例のの紹紹介介   
  

本本 ガガ イイ ドド ララ イイ ンン でで 定定 義義 すす るる 発発 電電 方方 式式   
□砂防堰堤落差方式 

 
 
 
 
 
 
 

砂防堰堤落差方式は、砂防堰堤とその直下に位置する発電施設との落差を利用して発電する方式です。 

 
□導水路方式 

    ○ 副堤・水じょく池から取水 
 
 
 
 
 
 
 
     ○ 本堤から取水 
 
 
 
 
 
 

導水路方式は、砂防堰堤本堤や副堤から取水し、導水路にて下流まで導水することで、その間の勾配から

得られる落差を利用して発電する方式です。この方式では、比較的出力高い発電が期待できます。 
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2. 砂防施設を活用した小水力発電事例の紹介 

2.1 事例概要一覧 
既設の砂防堰堤を利用した発電の事例は、これまでも県の事業局や市町村の自家消費目的で実施さ

れてきています。 
 

 砂防堰堤落差方式の事例 

自治体名（事業者） 新潟県（湯沢町管理受託） 長野市 

発電所名 滝沢川砂防施設管理用発電所 大岡浅刈小水力発電所 

既設砂防堰堤名 滝沢川２号砂防堰堤 浅刈砂防堰堤 

堰堤高  14.0 m 25.0 m 

堰堤長  79.0 m 70.0 m 

砂防堰堤管理者 新潟県 長野県 

大出力 2.1kW(一般家庭約 1 世帯分弱) 6.7kW(一般家庭約 2 世帯分) 

大使用水量  0.04 m3/s 0.08m3/s 

有効落差  11.0 ｍ 13.7 m 

年間発電日数  240 日 365 日 

導水路長 なし（砂防堰堤直下で発電） なし（砂防堰堤直下で発電） 

事業費（合計）  42.0 百万円 24.7 百万円 

 うち土木設備  12.0  ３．９ 

 うち電気設備  23.0  １６．３ 

 うちその他  7.0  ４．５ 

電力供給先 土石流危険渓流の夜間監視用照明及

び公園内の夜間ライトアップ 

 

 

 

 

長野市大岡小・中学校へ供給 

夜間・長期休暇等余剰電力は電力会社

への売電 

資金調達 

 

・起債（57%）及び自己資金 

 補助等はない 

 

 

 

・NEDO「地域新エネルギー等導入

促進事業（補助金５０％） 

・起債（４５％） 

摘要 堰堤かさ上げ工事と同時に発電設備

を施工 

平成 14 年 4 月供用開始 

 

既設の農業用水放水管を利用し、発電

設備を施工 

平成２０年３月供用開始 
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ここでは、このような先行事例のいくつかをご紹介し、どのような施設ができるのか、或いはどのような

用途に電力が使用できるのかといった、既設砂防堰堤利用発電の事例を紹介します。 
 

導水路方式の事例 

奈良県下北山村：副堤 大分県日田市（旧中津江村）：本堤 

小又川発電所 鯛生
た い お

発電所 

小又川砂防堰堤 鯛生砂防堰堤 

 14.0 m（副堤 6.5m）  12.5 m 

 37.2 m（副堤 26m）  62.7 m 

奈良県 大分県 

98kW(一般家庭約 33 世帯分) 66kW(一般家庭約 22 世帯分) 

 0.18 m3/s   0.5 m3/s 

 82.3 m  18.0 ｍ 

 365 日  365 日 

 約 993 ｍ  約 550 m（地中埋設） 

 329.1 百万円  170.10 百万円 

 132.4  26.42  

 154.2  136.54  

 42.5  7.14  

村営下北山スポーツ公園 

施設内容： 

宿泊施設、キャンプ場、野外ステー

ジ、文化施設、温浴場、多目的グラ

ウンド、テニスコート、パターゴル

フ、ローラースケート等 

村営観光施設「鯛生金山」 

（道の駅施設） 

・国庫補助約 50% 

（農林水産省「第三期山村振興農林

漁業対策事業」） 

・県補助約 20% 

・起債（辺地債）及び自己資金 

・国庫補助 50% 

（農林水産省「山村地域環境保全機

能向上実験モデル事業」） 

・起債（過疎債）及び自己資金 

取水口は副堤下流側に腹付け 

RPS 法に基づく新エネルギー等発電

設備認定 

平成 5 年 4 月供用開始 

取水口は本堤下流側に腹付け 

RPS 法に基づく新エネルギー等発電

設備認定 

平成 17 年 4 月供用開始 

 
 
 

※kW は出力､kWh は電気エネルギー量を示す単位です。出力 1kW のモーターを 2 時間動かすためには､

1kW×2h=2kWh の電気エネルギー量が必要です｡水道に例えれば､kW は水道管の径の太さであり､

kWh はその水道管からある時間に出た水の量に相当します｡ 
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事例１                                               

2.2 個別事例の紹介 
2.2.1 砂防堰堤落差方式の事例 

(1) 新潟県（湯沢町管理受託） 
① 計画概要 

一級河川滝沢川にある既設砂防堰堤を利用して、滝沢砂防公園等に電力供給する目的で水力発電所

を設置。既設砂防堰堤に設けた取水施設から、落差を利用している。 
 

② 特記事項 
・ 許認可 

新潟県知事    ：砂防指定地内行為（砂防法）では、発電施設一式を砂防施設として扱うた

め協議不要 
国土交通大臣   ：水利使用許可（河川法） 
北陸地方整備局長 ：工作物の新築等の許可（変更）（河川法） 
経済産業省東北経済産業局長 ：工事計画･主任技術者･保安規定の届け出（電気事業法）は、出

力 10kw 未満のため不要（東北経済産業局発電課水力係の回答より） 
経済産業大臣   ：RPS 法に基づく新エネルギー等発電設備認定なしのため不要 

 
③ 位置図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
④ 維持管理 

・県による発電施設の点検（5 月、12 月の年 2 回） 

・町は公園の点検時に施設も見ている（不定期） 

・施設修繕は県費で対応している 

※H21 は照明施設のバッテリー交換期にあたり、町の負担で町が交換した。 

※維持管理協定を締結し、県から町に管理を委託している。委託費等は特にない。 

滝沢川 2 号堰堤 

発電施設 

照明施設 

滝沢砂防公園 

※本堤上流部より取水 
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                                             事例１ 
⑤ 発電の概要および事業効果 
・ 発電実績 

○ 平成 20 年度までの過去 5 ヶ年の年平均発生電力量は１，００８kWh。全て公園の照明施

設に使用している。 

・ 事業の効果 

○ 渓流の夜間監視用照明及び滝沢砂防公園内の夜間ライトアップに使用され、景観の向上が図

られたことにより多くの観光客らが訪れ、地域の活性化に貢献している。 

 
⑥ 現地の様子 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

取取水水口口((本本堤堤上上流流側側))  

照照明明施施設設  発発電電施施設設  

発電した電力は公園内
のライトアップに使用 

水水圧圧管管路路  
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事例２                                               
(2) 長野県長野市 

① 計画概要 
信濃川水系樋ノ口沢の既設砂防堰堤の農業用水放水管に水車発電機を設置し、 大６．７ｋｗの発

電を行う。発電後の水は砂防堰堤の副堤に戻し、農業用水等にも影響を与えないようにしている。発

電した電力は、近傍の大岡小・中学校へ供給し、夜間・長期休暇等の余剰電力は電力会社へ売電を行

っている。 
 

② 特記事項 
・ 許認可 

長野県知事  ：砂防指定地内行為･砂防設備占用の協議（砂防法、長野県砂防指定地管理条例） 
：普通河川であり、水利使用許可（河川法）の対象とはならない。 

県との事前協議では、既得水利権者ならびに特定水利権者の国土交通省と申請

者との協議がもとめられており、申請者は既得水利権者から文章で承諾を、国

土交通省からは特定水利権申請が不要であることを確認済み。 
経済産業大臣 ：RPS 法にかかる新エネルギー等発電設備認定 

 
③ 位置図 

 
④ 維持管理 
・ 発電所周辺の草刈清掃（適時、農業用水利用者が行っている） 

・ 電線等の保守（年１回、委託による） 

・ 発電機の保守（年１回、委託による） 

・ 保守の委託費は、２0～３０万円/年 

電力供給箇所 

浅刈砂防堰堤 
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                                             事例２ 
⑤ 発電の概要および事業効果 

・ 発電実績 

○ 平成２０年度の年間発生電力量=１．７万 kWh、うち約９９．９％（平成２０年度実績）を

小中学校で消費。余剰は売電。 

○ 平成２０年度は、平年より流量が少なく、計画発電量に達しなかったが、小中学校の電力需

要の約１６％（平成２０年度実績）を発電施設から供給。 

     
・ 事業の効果 

○ 計画（過去１０年間の流況データより算出）では、小中学校の電力需要の約４５%を発電施

設から供給し、自家発電による電力料金の削減効果は約５０万円／年を想定している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

砂砂防防堰堰堤堤  

大大岡岡小小中中学学校校  

発発電電所所  

水水圧圧管管路路  

水水圧圧管管路路  
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事例３                                               
2.2.2 導水路方式の事例 

(1) 奈良県下北山村 
① 計画概要（副堤から取水） 

一級河川小又川にある既設砂防堰堤を利用して、下北山スポーツ公園等に電力供給する目的で水力発

電所を設置。既設砂防堰堤副堤に腹付けコンクリートを打設して設けた取水施設から、延長約 1,000m
の導水路を経由して発電所に導水している。 

 
② 特記事項 
・ 許認可 

奈良県知事 ：砂防指定地内行為･砂防設備占用の協議（砂防法、 
     奈良県砂防指定地規則）、保安林作業許可（森林法） 
国土交通大臣 ：水利使用許可（河川法） 
経済産業省近畿経済産業局長 ：工事計画･主任技術者･保安規定の届け出（電気事業法） 
経済産業大臣 ：RPS 法に基づく新エネルギー等発電設備認定 

 
③ 位置図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④ 維持管理 
・ 取水口のごみ清掃（週 3 日、委託による） 

・ 電気設備・電線等の保守（月 2 回、年次点検等、委託による） 

・ 発電器メンテナンス（年 1 回、委託による） 

・ 保守の委託費は、400 万円/年 

下北山スポーツ公園 

小又川発電所

砂防堰堤

砂防堰堤
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                                             事例３ 
⑤ 発電の概要および事業効果 
・ 発電実績 

○ 平成 20 年度までの過去 5 ヶ年の平均年間発生電力量=61.7 万 kWh、うち自家消費 44.6

万 kWh（約 72%）。余剰は売電 

○ スポーツ公園の電力需要の 80%を発電施設から供給 

 
・ 事業の効果 

○ 自家発電による電力料金削減効果は約 500 万円/年で、保守委託費を上回る効果が得られて

いる 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

取取水水施施設設  

発発電電所所導導水水路路  発発電電所所  

沈沈砂砂池池  

工事中の 
導水路 
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事例４                                               
(2) 大分県日田市（旧中津江村） 

① 計画概要（本堤から取水） 
一級河川・津江川（通称、鯛生川）にある既設砂防堰堤を利用して、既設系統へ連系して村独自

の電気として鯛生金山観光施設に電力を供給する目的で発電所を設置。鯛生砂防堰堤（平成元年度

完成）の上流側に取水設備を設置し、延長約 550ｍの地中に埋設した導水路にて発電所に導水して

いる。 
 

② 特記事項 
・許認可 

大分県知事 ：砂防指定地内行為･砂防設備使用等の協議（砂防法、 
 大分県砂防指定地及び砂防設備の管理に関する規則） 

     県立自然公園普通地域内工作物の新築に係る届出等 
 （大分県立自然公園条例） 

国土交通大臣九州地方整備局長 ：水利使用許可（河川法） 
経済産業省九州経済産業局長 ：工事計画･主任技術者･保安規定の届け出（電気事業法） 
経済産業大臣 ：RPS 法に基づく新エネルギー等発電設備認定 

 
③ 位置図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

既設砂防堰堤 

副堰堤 
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                                             事例４ 
④ 維持管理 
・ 今後の維持管理にあたり、以下の費用を見込んでいる 

○ 主任技術者の嘱託費  720 千円/年 

○ 電気保安協会委託費  500 千円/年 

○ 年次点検委託費   500 千円/年 

○ 保険料ほか   100 千円/年 

合計   1,820 千円/年 
 

⑤ 発電の概要 
○ 平成 17 年 4 月～12 月の発電実績は 33 万 kWh で、計画値の 105% 

○ うち、96%を自家消費 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電電力力供供給給先先施施設設  道道のの駅駅「「鯛鯛生生金金山山」」 

砂砂防防堰堰堤堤（（上上流流側側））  砂砂防防堰堰堤堤（（下下流流側側））  

導水路 

取水口 

発発電電所所外外観観 
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2.3 既設砂防堰堤を活用した発電を検討する際の留意点 
  効率的な発電が行える地点を見つけるためには、以下のようなポイントに注意してください。 
 

（１）河川の流路が安定していること 
 

○ 毎年の降雨で流路が大きく変わってしまうような河川では、取水口や発電機を設置するための安定

した場所が確保できない可能性があります。 
○ 一方、過去には土砂流出が多く流路が不安定だった河川でも、上流側に砂防工事等が行われて、流

路が安定した河川であれば、発電の可能性があります。 
 

（２）渇水期でもある程度の水量が確保できること 
 

○ 季節的に流量が全くなくなってしまう地点では、発電の経済性が悪くなります。 
○ 一方、電力の供給先の電力需要にも季節変動があるので、水量の多い季節に多くの電力を消費する

施設へ供給する計画は効果的です。 
 

（３）発電地点からあまり遠くない位置に、電力を消費する施設があること 
 

○ 送電線を新たに建設するには費用がかかります。目安として、５００ｍくらいまでの距離内に電力

の供給先施設を確保してください。 
○ 供給先施設が遠くても電力会社の送電線網を有料で借りることもできます。 
○ 電力会社からの送電/配電線が来ていない遠隔地であれば、既設のディーゼル発電機などを代替する

有益な発電事業となる可能性があります。 
 

（４）砂防堰堤上流もしくは本堤と副堤の間から安定的に取水できること 
 

○ 安定して取水できることが必要です。また、発電機内への土砂流入を防ぐ沈砂池の役割が必要なこ

とから、例えば本堤と副堤の間の水じょく池を活用することも有効です。 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

３３．．砂砂防防施施設設をを活活用用ししたた小小水水力力発発電電のの   

経経済済性性概概略略判判定定手手法法ににつついいてて   
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3. 砂防施設を活用した小水力発電の経済性概略判定手法について 

3.1 経済性の概略判定フローチャート 
経済的な発電の可能性があるかどうかを概略的に判定する方法をご紹介します｡ 

この方法をフローチャートで示すと、次のようになります｡①～⑦の番号は、次ページ以降の各手順に対応

しています｡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.1 経済性の概略判定フローチャート 
 

＜＜＜本資料利用上の注意点＞＞＞ 

流量推定式および事業費推定チャートは誤差を含んでいます。特に流量は、流域により誤差が大きくな

る可能性があります。できる限り、既存の流量資料を利用するようにしてください。上記の方法により、

「事業が成立する可能性がある」という結果が得られた場合は、流量観測、概略的な発電計画など、より

具体的な検討を行うことをお勧めします。 
また、発電計画の概要（取水方法、水路や発電所の配置、落差など）が具体的に想定される場合には、

上記の方法ではなく参考文献で紹介しているガイドブック等を使用するようにしてください。 

 

②  地方別 
平水、低水の推定式 

①流域面積、発電水頭 

 
⑤初期投資額推定チャート 

有効落差：H 流域面積：A 

発電使用
水量：Q 

最大出力：kW 

③発電電力量：kWh 

負荷率（設備利用率） 

売電（買電）単価 

④年収入（事業による利益） ⑥年費用 

⑦経済性（④年収入＞⑥年費用） 

償還年数､利率設定 
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① 必要な情報 
  以下の情報を用意してください。 

・ 堰堤地点における流域面積（A [km2]） 
・ 想定される発電水頭（H [m]、例えば有効落差などで設定する） 

 

② 流量の推定（堰堤地点の流量として利用できる観測データがない場合） 
次の式を用いて、平水流量、低水流量、渇水流量を推定します。（各地方の資料から統計的に求めたも

のです） 
表 3.1 地方別の流量の推定 
計算式： αβ AQi ⋅=  [m3/s] 

 
地 方  平水（Q1） 低水（Q2） 渇水（Q3） 

東北太平洋側 
α 0.8805 0.8212 0.8564 
β 0.0639 0.0539 0.0296 

東北日本海側 
α 0.8293 0.7680 0.7065 
β 0.1257 0.1001 0.0772 

関東 
α 0.7863 0.7537 0.7342 
β 0.0618 0.0494 0.0379 

北陸 
α 0.7573 0.8267 0.7109 
β 0.1890 0.0944 0.0873 

中部 
α 0.9322 0.9364 0.9348 
β 0.0553 0.0360 0.0240 

近畿 
α 0.8963 0.8314 0.7216 
β 0.0498 0.0395 0.0352 

中国 
α 0.7597 0.7810 0.8491 
β 0.0838 0.0525 0.0253 

四国太平洋側 
α 0.9862 0.9922 0.9813 
β 0.0416 0.0238 0.0144 

四国瀬戸内側 
α 0.4203 0.4136 0.4060 
β 0.2077 0.1274 0.0704 

九州 
α 1.2300 1.2580 1.3281 
β 0.0148 0.0087 0.0044 

 
③ 大発電使用水量及び年可能発電電力量の推定 
  大発電使用水量としては、平水流量あるいは低水流量が考えられます。 
  電力需要と以下で求まる 大出力を比較し、 大出力が電力需要を下回るよう、選択してください。 
  電力需要が十分大きい場合あるいは不明の場合は、平水流量を使用します。 
    大出力（Pmax）=9.8× 大発電使用水量（Qp）×発電水頭（H）×効率（=0.75） [kW] 
      ここで、 大発電使用水量（Qp） ：平水流量（Q1）又は低水流量（Q2）  [m3/s] 
    年可能発電電力量= 大出力×365×24×利用率（=平水流量の場合 0.7；低水流量の場合 0.8）[kWh] 
  （平水流量を用いると 大出力は大きいが流量による出力変動も大きくなり、低水流量ではその逆でいずれも小さくなります） 

 

④ 年収入の推定 
  上記の年可能発電電力量に以下の単価を乗じて、年（事業）収入を求めます。 
   １）現在電力会社から購入している電力を代替する場合：kWh あたりの電気料金（例えば 11 円/kWh） 
   ２）電力の販売を考える場合：8.9 円/kWh（参考資料２を参照されたい） 
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⑤ 事業費（初期投資額）の推定 
H と Qp から、以下のチャートを使って事業費を推定します。 

 

5

25

20

15

10

発 
電 
水 
頭 
 
H 

(m) 

0 0.5 1.51.0 3.0 2.52.0

最大発電使用水量 Qp(m3/s) 

(百万円) 

200150 100 50 350300 250 450400 500

初期投資額 

 
「ハイドロバレー開発計画ガイドブック（平成 17 年 3 月差替版、新エネルギー財団）」を参考に作成 

図 3.2 事業費(初期投資額)早見図 
 

貴自治体で利用可能な補助金制度から、初期投資の自己負担額を求めてください。 
 

⑥ 年費用 
下表の資本回収係数（現在の原資を一定の利率で運用しながら取り崩していくときの年金額を求めた

り、住宅ローンなどの借入総額から毎期ごとの返済額を計算するときに使用する係数）を初期投資自己

負担額に乗じて、年費用（初期投資の必要回収額）を求めます。 
表 3.2 資本回収係数（＝ｉ＊（１＋ｉ）ｎ／１－（１＋ｉ）－ｎ） 

 資金回収年数ｎ 

7 年 10 年 15 年 20 年 30 年 

利率ｉ：3%の場合 0.1605 0.1172 0.0838 0.0672 0.0510 

利率ｉ：4%の場合 0.1666 0.1233 0.0899 0.0736 0.0578 

 

⑦ 経済性の概略判定 
想定される資本回収年数と利率における年費用が④で求めた年収入より上回っていれば、経済性が高

いと思われます。 
 

チャートで考慮している要素 
・ 以下の構造物の建設費 
  取水口，沈砂池，水圧管路， 
  放水口，発電所建屋， 

・ 機械電気設備 

・ 雑工事費，仮設備費 

・ 総経費 

 

チャートで考慮していない要素 
・ 調査･計画費，設計委託費 

・ 送電線建設費，送電委託費 

・ その他事務費等 
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3.2 早見表を利用した計算例 
「経済性の概略判定フローチャート」に従い、2 つの方式の計算例を示します。いずれも実際に小水力

発電が行われている地域のデータを用いており、フローチャートによる計算値と実績を比較して示します。 
 
（１） ケース１（砂防堰堤落差方式：長野市） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.3 検討フロー 
 

 
①流域面積、発電水頭 

流域面積：5.4km2 

発電水頭：13.7m（砂防堰堤高：２５ｍ） 
②平水、低水流量の推定 

流域：中部地方 

平水流量（Q1）=0.0553×5.40.9322=0.27m3/sec 
低水流量（Q2）=0.0360×5.40.9364=0.17m3/sec 

③発電電力量の推定 
大出力 
平水流量:Pmax=9.8×0.27×13.7×0.75=27[kW] 

     (一般家庭約 9 世帯分) 
低水流量:Pmax=9.8×0.17×13.7×0.75=17[kW] 

     (一般家庭約 5 世帯分) 
発電電力量 

平水流量: 27×365×24×0.7= 166,000[kWh] 
低水流量: 17×365×24×0.8= 119,000[kWh] 

④年収入の推定 
代替電力を目的とする場合 

平水流量: 166,000kWh×11 円=1,830 千円 
低水流量: 119,000kWh×11 円=1,310 千円 

電気事業者への電力の販売を目的とする場合 
平水流量: 166,000kWh×8.9 円=1,480 千円 
低水流量: 119,000kWh×8.9 円=1,060 千円 

⑤初期投資額の推定 
平水流量:C=91,000 千円 

補助 50%を適用して C’=45,500 千円 
低水流量:C=69,000 千円 

補助 50%を適用して C’=34,500 千円 
⑥年費用の推定（利率 3%とする） 

 

表 3.3 流量別の年間費用の推定 
発電使用水量 償還期間 費用（必要回収額） 

平水流量 10 年 0.1172×45,500 千円= 5,333 千円 
30 年 0.0510×45,500 千円= 2,321 千円 

低水流量 10 年 0.1172×34,500 千円= 4,043 千円 
30 年 0.0510×34,500 千円= 1,760 千円 

有効落差：H 

②  地方別 
平水、低水の推定式 

①流域面積、発電水頭 

⑤初期投資額推定チャート 

流域面積：A

最大出力：kW 

③発電電力量：kWh 

売電（買電）単価

④年収入（事業による利益）

⑥年費用 

⑦経済性（④年収入＞⑥年費用） 

償還年数､利率設定 

発電使用水量：Q 

負荷率（稼働率）
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⑦経済性の評価 
30 年償却の場合で毎年約 50 万円程度の持ち出しとなるため、経済性の評価は低い。 

表 3.4 事業性の評価 

発電使用水量 償還期間 

代替目的の場合 売電目的の場合 

事業性の評価 年 収 入

（千円）

年費用 

（千円）

年 収 入

（千円）

年費用 

（千円） 

平水流量 
10 年 1,830 ＜5,333 1,480 ＜5,333 代替・売電とも採算低い

30 年 1,830 ＜2,321 1,480 ＜2,321 代替・売電とも採算低い

低水流量 
10 年 1,310 ＜4,043 1,060 ＜4,043 代替・売電とも採算低い

30 年 1,310 ＜1,760 1,060 ＜1,760 代替・売電とも採算低い
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                                事事業業性性早早見見表表をを使使っったた計計算算例例－－１１ 
 

 

発 
電 
水 
頭 
 
H 

(m) 

最大発電使用水量 Qp(m3/s) 

(百万円) 

200 150 100 50 350 300 250 450 400 500 

初期投資額 

5 

25 

20 

15 

10 

0 0.5 1.51.0 3.0 2.52.0

69 91 

Qp=0.17 0.27 

H=13.7 

 
図 3.4 初期投資額の算出 

 
実際の発電計画･実績 

○発電の条件 
有効落差  H=13.7m； 大発電使用水量 Qp=0.08 m3/s（計画値、流量推定値と 
大きく異なるのは、流域特性によるものです） 

○ 大出力 
Pmax=6.7kW 

○年可能発電電力量 
=46,000kWh（10 年間の既往流況データによる想定値、この計画では小中学校の電力
需要の約 45%を供給し、年間約 50 万円の電力料金の削減を見込んでいる） 

○年収入 
=約 20 万円（Ｈ20 実績で 17,000 kWh、小中学校の電力需要の約 16%を供給） 
（小中学校へ供給＠11 円/kWh（発電量の 99.9%）、売電＠6 円/kWh：0.1%） 

○初期投資額（土木設備＋電気設備） 
=20,200 千円 
補助は 50% 
 ・NEDO「地域新エネルギー等導入促進事業」：50% 
自己負担額=20,200×0.5=10,100 千円（一般単独事業債：（100-50）%×90% =45%含む） 

○検討結果 
発電計画における収支見込は不明なため、資本回収係数は前出の表 3.2 を利用する。 

年費用（必要回収額）=0.0510×10,100=515 千円／年（３０年償還の場合） 
Ｈ20 実績：年収入 200 千円＜年費用 51５千円を下回る。 
計 画 値 ：年収入５00 千円＜年費用 51５千円を若干下回る。 

注）供用開始後、時間があまり経過していないことから、評価については今後の実績を 
踏まえて検証する必要がある。 
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（２） ケース２（導水路方式：大分県日田市） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.5 検討フロー 
 

 
 

①流域面積、発電水頭 
流域面積：15.6km2 

発電水頭：18.0ｍ；(砂防堰堤高 12.5ｍ) 
②平水、低水流量の推定 

流域：九州地方 
平水流量（Q1）=0.0148×15.61.2300=0.43 m3/s 
低水流量（Q2）=0.0087×15.61.2580=0.28 m3/s 

③発電電力量の推定 
大出力 

平水流量:Pmax=9.8×0.43×18×0.75=57 [kW] 
     (一般家庭約 19 世帯分) 

低水流量:Pmax=9.8×0.28×18×0.75=37 [kW] 
  (一般家庭約 12 世帯分) 

発電電力量 

平水流量: 57×365×24×0.7= 325,000 [kWh] 
低水流量: 37×365×24×0.8= 259,000 [kWh] 

④年収入の推定 

代替電力を目的とする場合 

平水流量: 325,000kWh×11 円=3,580 千円 
低水流量: 259,000kWh×11 円=2,850 千円 

電気事業者への電力の販売を目的とする場合 

平水流量: 325,000kWh×8.9 円=2,890 千円 
低水流量: 259,000kWh×8.9 円=2,310 千円 

⑤初期投資額の推定 

平水流量:C=130,000 千円  
補助率 83％を適用して C’=22,100 千円 

低水流量:C=105,000 千円  
補助率 83％を適用して C’=17,900 千円 

⑥年費用の推定（利率 3%とする） 

 

表 3.5 流量別の年間費用の推定 
発電使用水量 償還期間 費用（必要回収額） 

平水流量 10 年 0.1172×22,100 千円=2,590 千円 
15 年 0.0838×22,100 千円=1,850 千円 

低水流量 10 年 0.1172×17,900 千円=2,100 千円 
15 年 0.0838×17,900 千円=1,500 千円 

有効落差：H 

②  地方別 
平水、低水の推定式 

①流域面積、発電水頭 

⑤初期投資額推定チャート 

流域面積：A

最大出力：kW 

③発電電力量：kWh 

売電（買電）単価

④年収入（事業による利益）

⑥年費用 

⑦経済性（④年収入＞⑥年費用） 

償還年数､利率設定 

発電使用水量：Q 

負荷率（稼働率）
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⑦経済性の評価 
補助率が高く、初期投資額が少ないため、事業の採算性が高い。 
 

表 3.6 事業性の評価 

発電使用水量 償還期間 

代替目的の場合 売電目的の場合 

事業性の評価 年 収 入

（千円）

年費用 

（千円）

年 収 入

（千円）

年費用 

（千円） 

平水流量 
10 年 3,580 ＞2,590 2,890 ＞2,590 代替・売電とも採算性高

15 年 3,580 ＞1,850 2,890 ＞1,850 代替・売電とも採算性高

低水流量 
10 年 2,850 ＞2,100 2,310 ＞2,100 代替・売電とも採算性高

15 年 2,850 ＞1,500 2,310 ＞1,500 代替・売電とも採算性高
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                                事事業業性性早早見見表表をを使使っったた計計算算例例－－２２ 
 

発 
電 
水 
頭 
 
H 

(m) 

最大発電使用水量 Qp(m3/s) 

(百万円) 

200 150 100 50 350 300 250 450 400 500 

初期投資額 

5 

25 

20 

15 

10 

0 0.5 1.51.0 3.0 2.52.0 

105 130 

Qp=0.28 0.43 

H=18.0 

 
図 3.6 初期投資額の算出 

実際の発電計画･実績 
○発電の条件 

発電水頭（H）=18.0m 水路（590m）を設けて落差を確保している。 
○ 大発電使用水量の設定 

近傍にある流量観測を用いて次のように設定。 
低水量=0.31m3/s 渇水量=0.20m3/s 

ならびに河川維持流量を考慮した上で、 大使用水量を 0.50 m3/s とした 
（平水流量相当）。 

○ 大出力 
Pmax=9.8×0.50×18×0.75=66 [kW] 

○年可能発電電力量 
=66×365×24×0.68=394,000kWh（設備利用率 68%は逆算） うち、自家消費は 75% 

○年収入（平成 20 年度実績） 
収入（電気料金節約額＋余剰電力売電収入）約 5,650 千円 

○初期投資額 
C=170,100 千円（但し、発電施設工事費は 136,542 千円） 
補助 50%+33%=83% 
・農水省環境保全機能向上実験モデル事業：50% 
・過疎債：47%（うち 70%が交付税措置分） 
自己負担額=170,100×(1-0.83)=28,900 千円 

○検討結果 
発電計画における収支見込は不明なため、資本回収係数は前出の表 3.2 を利用する。 

年費用（必要回収額）=0.1172×28,900=3,390 千円／年（１０年償還の場合） 
年収入 5,６５０千円＞年費用 3,390 千円を上回る。 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

４４．．砂砂防防施施設設をを活活用用ししたた小小水水力力発発電電実実施施にに   

ああたたっってて必必要要なな手手続続ききににつついいてて   
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4. 砂防施設を活用した小水力発電実施にあたって必要な手続きについて 

小水力発電の導入にあたり、関係法令に基づき許可申請や届出を行う必要があります。許可申請等に関

連する法律は主に「砂防法」「河川法」「電気事業法」の 3 つで、施設の出力や対象施設を設ける河川によ

って、手続きの内容や申請先が異なります。申請の順番は以下の 1)～3)の順となり、工事着手前に全ての

手続きを完了させておく必要があります。 

これらの流れについては図 4.1 に示します。 
 
1) 砂防施設等の利用に関する許可を得る「砂防指定地内行為許可申請(砂防法)」 

砂防施設の改造を行い、かつこれを継続的に利用するため、「砂防指定地内行為許可申請」が必要

となります。 
 

2) 流水等の占有に関する許可を得る「水利使用許可申請(河川法)」 

河川の流水を利用して発電を行うため、河川法第 23 条に基づく「流水の占用」の許可を河川管理

者から得る必要があります。許可の期間は、原則として概ね 20 年とされています。 
発電施設建屋や放水路等の施設のために河川区域内の土地を利用する場合は、河川法第 24 条に基

づく「土地の占用許可」が必要となります。 
発電のための「流水の占用」は河川法施行令第２条第３号により「特定水利使用」と定められて

いるため、許可申請は、対象施設が一級水系の場合は指定区間の内外を問わず国土交通大臣に対し

て行い、二級水系の場合は都道府県知事又は指定都市の長に対して行います。いずれの場合も、経

済産業大臣・都道府県知事（または指定都市の長）・関係市町村長からの意見聴取等があわせて必要

となっています。 
なお、導水路等を設けず砂防施設直下で発電を行い、すぐに河川に流水を戻す「砂防堰堤落差方

式」で発電を行う場合は、許可申請が不要となる場合がありますが、申請前に河川管理者と相談し、

許可が必要かどうか確認を行うようにしてください。 
 

3) 発電設備の設置・維持管理に関する許可を得る「工事計画書事前届出、保安規定届出、主任技術者

選任許可申請(電気事業法)」 

計画する発電規模が 10kW を超える場合は、電気事業法に基づく「工事計画」「保安規定」「主任技

術者」に関する届出を所管の産業保安監督部に行う必要があります。10kW 未満の場合は不要です。

これらの届出は工事着手の 30 日以上前に行う必要があります(届出受理後 30 日が経過しなければ工

事に着手できません)。 
 
また、電気事業法とは関係しませんが、小水力発電設備を電力会社の配電線と接続する系統連系

を行う場合は、電力会社との個別協議が必要になります。個別協議では、電気工作物の技術基準を

定める「電気設備に関する技術基準を定める省令（平成九年三月二十七日通商産業省令第五十二号）」

に基づく「電気設備の技術基準の解釈について」に示されている要件を協議することとなります。 
系統連系では以下のようなメリット・デメリットがありますが、系統連系を行うことが望ましい

と言えます。 
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メリットの例 
○ 発電施設から電力消費施設まで、送電線を新たに建設するには費用がかかりますが、系統連系

を行い、有料で電力会社の送電線網を使う方が安価になる場合があります。 
○ 発電した電力を売電することができるので、収入を得ることが出来ます。 
○ 流量の季節変動や何らかのトラブルにより、発電量が不足した場合でも、電力会社から買電す

ることで、安定した電力供給が実現できます。 
デメリットの例 

○ 系統連系する電圧や受電方式により、発電機設備として安全に運用するための電気保護対策や

保護装置の設置が必要です。これらのコストを考慮する必要があります。 
○ 電力会社の送電線網を使うための使用料が必要になります。 
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図 4.1 計画から運転開始までの手続きの流れ
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5.  砂防施設を活用した小水力発電実施にあたって留意すべき事項について 

5.1 計画・設計段階における留意点 
砂防堰堤から取水するためには、砂防堰堤を削孔して取水用管路を設けるなど、砂防堰堤の改良

工事を行うことになります。ここでは、こうした工事を実施しても問題無いかどうかを確認する際

のポイントについて説明します。 
ポイント 1：取水管路等の取水設備を追加しても砂防堰堤は安定するか確認の必要があります。付

属資料編 5 にその考え方を示します。 
ポイント 2：工事の計画段階の主な確認・検討事項は以下のとおりです。付属資料編 6 に工事の流

れを示します 
①堆砂敷や設置箇所への進入用仮設道路 

・砂防管理者ならびに河川管理者との事前調整、手続き 

・仮設道路の設計 

②仮締切方法の検討 

・仮設作業ヤードの形成方法 

・止水用の鋼矢板の規模と打設方法 

・工事域の締切方法 

・仮締切内の排水方法 

・取水設備設置箇所までの掘削方法 

ポイント 3：農業用水取水などのために既に堰堤に穴が開いていれれば、こうした設備を利用して

水位を下げることで、仮締切の規模を小さくすることも考えられます。 
 

5.2 工事段階における留意点 
工事中の安全対策として、以下の留意点があげられます。 

(1) 土石流災害対策 
土砂災害対策のために設置された砂防堰堤周辺での土木工事となるため、工事中の安全対策

として、土石流災害に対する安全性確保に留意する必要があります。詳細は「改正労働安全衛

生規則（土石流労働災害防止関係）・土石流による労働災害防止のためのガイドライン,労働省

労働基準局安全衛生部建設安全対策室編,建設業労働災害防止協会発行」を参照してください。 
 

(2) 出水対策 
出水期に工事を行う場合は、前述の土石流対策の他に以下のような点に注意し、事前に対策

を検討する必要があります。 
1) 堤体に孔を開ける場合、施設完成までは開口部に仮蓋を設置するなどして、異常出水時に

開口部から水が抜けないようにする。 
2) 急激な水位上昇が発生した場合の工事関係者の避難基準（例えば、仮締切天端より 50cm

下がりまで水位が上昇した時点など)や、避難場所を設定しておく。 
3) 下流河川に影響を与える資材（燃料油やセメントなど）や重機等の流失を招かないように、

資材置き場や重機等の退避先を設定しておく。 
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5.3 維持管理体制の構築 
発電設備設置後は、施設の維持管理を継続して実施する必要があります。これらには取水口のゴ

ミ掃除のような比較的軽微なものから、発電施設の定期点検のような専門の技術者によるものまで

様々なものがあります。また発電機等には耐用年数があり、将来的に交換の必要も生じてきます。 
こうした維持管理や将来の補修・交換等について、施設建設前に関係機関と協議を行い、担当や

管理区間に関して協定書を交わしておくことが求められます。また電気設備の維持管理等は外部に

委託することが考えられます。日常的な点検については、効率よく確実に実施できるよう事前に点

検基準やチェックリストを作成することが望ましいです。 
 

表 5.1 主な維持管理の内容 
項目 内容 

日常点検 取水口の清掃、発電機や水路の目視等による点検 
 →流木や枯れ葉、土砂の流入・堆積の有無 
 →水路等からの漏水の有無 
 →発電機からの異音・異臭の有無、計器・表示灯の異常の有無 
                           等々 

土木構造物の維持管理 
(主に出水・地震等異常気象後) 

水路や砂防堰堤削孔部の点検・補修等 
 →水路等や建屋の異常変位やズレ、亀裂等 
 →水路周辺の斜面崩壊等の有無            等々 

電気設備の維持管理 専門技術者による発電機や配電装置の定期点検 
 →絶縁状態の測定や保護継電器の試験、計器の較正   等々 

 
 
 



 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

参参     考考     資資     料料   
 



 

 参考資料 -1 

参参考考資資料料１１  水水力力発発電電のの仕仕組組みみ                                  
水力発電の仕組み 

水力発電は、太陽光により蒸発した水分が雨や雪となって地上に降り、流下するときの位置エネル

ギーを利用しており、枯渇することのない再生可能エネルギーです。 

 
施設の建設には費用がかかりますが、発電の際には燃料を消費しないため、長期間にわたり

わずかな運転費用でエネルギーを生み出すことが可能です。 
また化石燃料を燃やさないため、地球温暖化問題に対応していくためにも有効なエネルギー

と考えられます。 
 
水力発電により発生する電力の大きさ（出力：P）は、以下の式で計算されます。 
   Ｐ(kW)=9.8×Ｑ(使用水量:m3/s)×Ｈ(有効落差:m)×Ｅ(効率の係数) 
これは単位時間の出力で、発電電力量（エネルギー量:kWh）は発電した時間を乗じたものと

なります。 
 
水力発電は、常に施設容量いっぱいの流量を使用できるわけではないので、年発電電力量は

上記の電力に 8760 時間（24 時間×365 日）を乗じたものより小さくなります。この比（設備利

用率）がより高いと、施設規模（或いは出力）に対する発電効率は高くなります。 
   設備利用率=実際の年発電電力量÷（ 大出力×8760 時間） 
河川流量は変動するので、発電規模（ 大使用水量）が大きいと、設備利用率は小さくなり

ます。 
 
一方、出力あたりの建設費（キロワット単価）は発電規模と共に安くなる傾向にあるので、

経済的にみて効率的な発電計画とは、設備利用率と発電規模のバランスが も良好なところを

探す作業と考えられます。 
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                              参考資料２ 新エネルギー法と RPS 法 
新エネルギーと RPS 法 

①新エネルギーの定義 
新エネルギーとは、日本においては 1997 年に施行された「新エネルギーの利用等の促進に関する

特別措置法」で「技術的に実用化段階に達しつつあるが、経済性の面での制約から普及が十分でない

もので、石油代替エネルギーの導入を図るために特に必要なもの」と定義され、太陽光発電や風力発

電、バイオマスなど 10 種類が指定されています。 

新エネルギーの多くは純国産エネルギーで、資源の乏しい日本にとって、その技術開発の推進には

大きな価値があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②RPS 法（電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法） 

電力会社などの電気事業者に、新エネルギー等から発電される電気を一定量以上利用することを義

務付けることにより、電力分野における新エネルギー等の更なる導入拡大を図り、エネルギー安定供

給確保に資するとともに､環境の保全に寄与することを目的とする法律です。通称 RPS（Renewable 

Portfolio Standard）法と呼ばれます。RPS 法の概要は、以下のとおりです。 

○利用しなければならない新エネルギー等の電気の量 

・H15 年度は、一般電力会社 10 社平均で電気供給量の 0.39%（33 億 kWh） 

・H22 年度には、電気供給量の約 1.35%以上（122 億 kWh）としなければならない。 

○新エネルギーによる電力の調達方法 

電気事業者は、以下の３つのいずれかの方法により、義務を履行することになります。 
ａ.自ら新エネルギー等電気を発電する 

ｂ.他の発電事業者から新エネルギー等電気を購入する 

ｃ.他の発電事業者等から「新エネルギー等電気相当量（ＲＰＳ相当量）※２」を購入する 

新エネルギーにより作られた電力には、通常の電力価格に新エネルギーで発電していることによ

る付加的な市場価値（「新エネルギー等電力相当量」の価格）が上乗せされて取引されます。平成

20 年度において、水力発電の「新エネルギー等電力相当量」と電気を一体として取引した価格（上

記ｂの場合）は、加重平均 8.9 円/kWh でした※３。 
 

 
※1 中小規模水力発電は 1,000kW 以下のもの、地熱発電はバイナリー方式のものに限る。 
※2 新エネルギー等電気相当量：電気と分離して事業者間で取引することのできる量で義務履行のために活用できるもの。いわば新エネルギー分の

価値に相当。 
※3 ＲＰＳ法下における新エネルギー等電気等に係る取引価格調査結果について（平成２１年８月３日、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネル

ギー部 新エネルギー等電気利用推進室） 

新エネルギー 

 
太陽光発電 
風力発電 
バイオマス発電 
中小規模水力発電※１ 

地熱発電※１ 

 
太陽熱利用 
温度差熱利用 
バイオマス熱利用 
雪氷熱利用 

熱利用分野 発電分野 

バイオマス燃料製造 
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参参考考資資料料３３  電電力力需需要要                                                                           
電力需要 

砂防堰堤を利用した発電が経済的に成立するためには、発電の可能性に適合した電力消費施設と組

み合わせることが必要です。 
発電所の出力や電力の需要は、キロワット（kW=1000 ワット（W））の単位で表されますが、１キロ

ワットがどのくらいのエネルギーになるのかは、次の例を参考にしてください。 
＜建物施設＞ 

○一般家庭の消費電力 
１世帯あたり 3kW 程度 

○役場等の事務所の消費電力 
床面積１㎡あたり 40～80W 

＜屋外施設＞ 

○街路照明灯 
１基あたり 100～400W 

○テニスコート 
２面あたり=20～40kW 

○野球場夜間照明 
１面あたり 200～400kW 

○サッカー/競技場 
１競技場あたり 200～300kW 

○ロードヒーティング 
面積 1 ㎡あたり 200～400W 

 
また、電力需要には１日の時間帯や 
季節などによる変動があります。 
日変動及び季節変動は次のような状況です。 

     

 資源エネルギー庁「平成１５年度 エネルギーに関する年次報告」（エネルギー白書）より 

図 参.1 電力需要の日変動および季節変動(実績) 
 

一旦発電した電力は貯めておくことができないので、発電使用水量を調整して発生電力を需要の変化に合

わせます。また、需要がそのときの発生可能電力を超える場合には、施設側で電力会社の電力を購入して、

需要に見合う電力を確保します。

 電力 
 kW 
 
 500 
 
 
 
 300    野球場１面 
      サッカー場 

 
 
 100 
 
 
 
 
 50 
 
 
 30    テニスコート 2 面 
 
 20 
 
 10 
 

住宅

 

 

 

 

 

100 

世帯

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 世帯

 

 

 

 

 

3 世帯

事務所 

 

 

 

 

 

5000 ㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 ㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 ㎡ 

図 参.1 施設別の電力需要の事例 
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付付属属資資料料編編１１  主主なな各各種種補補助助金金制制度度一一覧覧                              
主な各種補助金制度一覧 

砂防堰堤を利用した発電の実施に際しては、様々な補助金を有効に活用することで、初期投資

の自己負担額を軽減することが可能です。 
主要な補助金制度を以下に示します。 

 
表 付.1 主要な補助金制度 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

省庁 各種交付金･補助金制度 対象 補助率 補助範囲

ハイドロバレー計画開発促進調査※1 地方公共団体 100% 自家消費を目的とした発電計画(概略設計)等

中小水力発電開発事業※1

　1.水力発電施設の設置等事業
　2.水力発電施設の設置等に際し新技術を導入した部
分

企業(団体等を含む)
地方公共団体
NPO等非営利団体等

1の場合…1/5以内
2の場合…1/2

水力発電施設の設置等事業(出力1,000kW～
30,000kW以下)。
台風等による異常出水により損壊した水力発電施設
で、損壊の復旧に伴って水車･発電機の改造を行い、
出力が増加する場合についても補助金交付の対象と
している。

地域新エネルギー等導入促進事業※2 地方公共団体
非営利民間団体

1/2以内
設備導入事業と普及啓発事業(出力1,000kW以下)。
発電施設の単独整備可能。

新エネルギー等事業者支援対策事業
※2 民間企業

　1/3以内
(上限10億円)

設備導入事業(出力1,000kW以下)。

農村振興総合整備事業
都道府県
市町村

国50％､都府県25％、
地元25％

農業施設や公共施設に電力を供給する発電設備を
整備。
ただし､発電施設の単独整備不可。

地域用水環境整備事業
(H21年度～)

都道府県、市町村、
土地改良区

50％他
農業施設や公共施設に電力を供給する発電設備を
整備(新規、更新とも可能)。発電施設の単独整備可
能

村づくり交付金
村づくり交付金の

事業主体(市町村等)
50％他

村づくり計画が作成されていること。
農業施設や公共施設に電力を供給する発電設備を
整備。
ただし､発電施設の単独整備不可。

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
都道府県、市町村、
農協、土地改良区等

50％他
活性化計画への位置づけが必要。
農林水産業にかかわる共同利用施設への電力供給
に限る。

環境省 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 地方公共団体 50％他
地球温暖化対策事業(代エネ・省エネに係るものに限
る)に対して地球温暖化対策の強化と速やかな普及
を図る。

過疎債
過疎地域に指定された

市町村
元利償還金の70％ 平成21年度現在

辺地対策事業債 市町村 元利償還金の80％ 電灯用電気供給設備の整備､産業の振興等

※1)NEDO：(独)新エネルギー･産業技術総合開発機構
※2)一般社団法人　新エネルギー導入促進協議会

経済産
業省

農林水
産省

総務省
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                                           付付属属資資料料編編２２  許許認認可可手手続続ききのの流流れれ 
許認可手続きの流れ（砂防法） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 付.1 砂防法に関する許可申請の流れ 
 
 
 
 

概略検討・基本設計

詳細設計

工事着工

事業者（市町村）

地点選定

工事着工

基本設計
・発電諸元
　流量、落差、出力決定
・工作物レイアウト、
　概要確定

詳細設計

設計 ・砂防指定地内行為
　許可申請
・砂防設備の占用
　許可申請 都道府県

土木事務所

都道府県知事

許可

一般の場合

国土交通省
砂防事務所

国土交通省
地方整備局

直轄砂防施行区域内の場

協議

同意

事業者が届出する
事業者は認可を受ける
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付属資料編２ 許認可手続きの流れ                                
許認可手続きの流れ（河川法） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 付.2 河川法に関する許可申請の流れ 
 
 

　

工事着工

概略検討・基本設計

詳細設計

※1　水利使用許可申請
　○流水の占用許可（第23条）
　　発電水利使用が以下の事項に及ぼす影響の調査、確認
　　　　　・治水
　　　　　・関係河川使用者の河川の使用（農業用水、上水道、工業用水等）
　　　　　・竹木の流送又は舟若しくは筏の通航
　　　　　・漁業
　　　　　・史跡、名勝、天然記念物その他美観風致
　○土地の占用許可（第24条）

事業者（市町村）

地点選定

工事着工

基本設計
・発電諸元
　流量、落差、出力決定
・工作物レイアウト、
　概要確定

詳細設計

設計 水利使用許
可申請※１

事業者が届出する
事業者は認可を受ける

一級河川の場合

河川（国道）事務所

地方整備局

国土交通大臣

経済産業
大臣

都道府県
知事

協議 都道府県
（土木部長）

意見の
徴収

許可

二級河川の場合

都道府県
土木事務所

都道府県知事

経済産業
大臣

市町村長

協議 国土交通大臣

意見の
徴収

許可

報告協議
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                                             付付属属資資料料編編２２  許許認認可可手手続続ききのの流流れれ 
許認可手続きの流れ（電気事業法） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 付.3 電気事業法に関する許可申請の流れ 
 
 

　

※1　事前届出について
　 水力発電の場合、出力10kW未満（ただしダムを伴うものを除く）では、一般用電気工作物となり、工事計画、保安規
程、主任技術者は適用外
※2　電力会社との個別協議
　電気事業法で定められた事項ではないが、系統連系を行う上では必要となる事項

事業者（市町村）

地点選定

工事着工

事前協議
依頼

おおよその
発電計画概要

仮合意、系統連系方法協議

基本設計
・発電諸元
　流量、落差、出力決定
・工作物レイアウト、
　概要確定

詳細設計

事前届出※1
　・工事計画
　・保安規程
　・主任技術者

設計

系統連系申込

運転開始

経済産業局

受付
↓

審査

受理（認可）

電力会社
（個別協議）※2

受付

受付

技術検討

系統連系
開始

事業者が届出する
事業者は認可を受ける
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付付属属資資料料編編３３  既既設設砂砂防防堰堰堤堤のの安安定定性性評評価価                             
砂防堰堤の安定性評価は、通常は満砂状態を想定して検討しますが、取水口を設けるとその周辺の堆

砂位は取水口の高さまで下がるため、その状態でも砂防堰堤が安定するかどうかの評価が必要になりま

す。その際の留意点を以下に示します。 
 

堤高 15m 以上の砂防堰堤の安定性評価では地震荷重を考慮する必要がありますが、地震時の慣性力は、

通常は上流からのみ作用させます（下流側から作用させても、水通し高まで満水状態のため計算するまで

もなく安定することがわかります）が、管路を設けて水位を下げた場合に不安定になる恐れがあるため、

下流から作用させた状態についても検討する必要があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

通常行う安定計算のケース          取水設備時設置で留意すべき点 
図 付.4 砂防堰堤に対する安定計算の検討ケース 

 
このため、専門家による検討を行い、さらにその検討過程や結果について、学識経験者等による技術

検討委員会に妥当性を評価してもらうことが望ましいといえます。 
 

堤高15m未満

堤高15m以上

越流部

非越流部

洪水時

洪水時

越流部

非越流部

洪水時

平常時(地震荷重考慮)

土石流荷重考慮

土石流荷重考慮

土石流荷重考慮

洪水時

平常時(地震荷重考慮)

土石流荷重考慮

上流側水位が下がるので、下
流側から地震荷重をかけた状
態も検討する。

※土石流荷重を考慮する計算は土石流対策施設の場合に実施する。
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                                   付属資料編４ 工事の流れ 
砂防堰堤に取水設備を設ける場合、本堤上流の堆砂域または水じょく池で仮締切を行い、取水設備設

置予定箇所を作業しやすい環境にした上で、堤体に対して穴あけ工事を行い、取水設備や発電所を設け

る土木工事を実施する必要があります。これらの計画立案の流れと確認・検討すべき事項を以下に示し

ます。 
 

工事実施の流れ 
①準備工事 

仮設道路の設置 
仮締切や止水用鋼矢板の設置 
施工ヤードの排水や堆積土砂の除去 

②取水口・水槽工事 
取水口と水槽の構築 
上流側から堤体の開口工事 

③鉄管工事 
下流側からの鉄管の敷設巻立て 
開口断面と鉄管の隙間の止水 

④放水路工事 
放水路設置箇所の仮締切 
発電所からの放水路の設置工事 
放水路設置後の護岸等の復旧 

⑤発電所工事 
水車や発電機設置の基礎工事 
発電機等機器設置後に発電所 
建屋の建設 

⑥調整運転および仮設の撤去 
各種調整運転の実施による確認 
現場作業所等の仮設物の撤去 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 付.6 仮締切のための鋼矢板設置イメージ 

２－② 

２－① 

１－④ 

１－③

１－②

１－①

２－① 
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図 付.5 仮設道路の設置イメージ 
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写真 付.1 取水口の掘削イメージ 

図 付.7 仮締切と締切内の掘削イメージ 
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